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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２３年２月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２１年１１月１０日 １０時００分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市大船渡港東方沖 大船渡市首埼灯台から真方位０７９°７.

９海里付近 

（概位 北緯３９°０８′ 東経１４２°０５′） 

インシデント調査の経過  平成２２年１０月１８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八錦
きん

隆
りゅう

丸、１９トン 

 ＨＫ２－２１３３５（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.７９ｍ（Lr）×４.４１ｍ×１.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１３２kＷ（漁船法馬力数）、昭和６３年４月２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年３月３日 

  免許証交付日 平成１８年８月１６日 

         （平成２４年４月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機の主軸受、クランク軸受、ピストン及びシリンダライナが焼損、主機

潤滑油ポンプの歯車が割損 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長ほか６人が乗り組み、大船渡港東方沖を航行中、平成２１

年１１月１０日１０時００分ごろ、主機の潤滑油圧力低下警報が発すると

同時に、主機が停止して再始動できなくなった。 

本船は、付近にいた僚船によって岩手県宮古市宮古港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １ 

海象：平穏 

 その他の事項  本船は、本インシデント後、主機が開放された結果、主機潤滑油ポンプ

の歯車が割損していた。 

 本船は、毎年８月から１１月までの間（以下「漁期」という。）にさんま

漁を行い、漁期以外は上架されていた。 

 船長は、漁期中、１か月半ごとに主機の潤滑油を新替していた。 

 主機は、平成１１年に換装されて以来、開放整備が行われていなかっ

た。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、大船渡港東方沖を航行中、主機潤滑油

ポンプの歯車が割損したため、潤滑油の供給が途

絶してピストン、シリンダライナ等が焼き付いた

ことにより、主機が停止したものと考えられる。 

 主機潤滑油ポンプの歯車は、金属疲労により割

損したものと考えられるが、割損の状況を明らか

にすることができなかった。 

原因  本インシデントは、本船が大船渡港東方沖を航行中、主機潤滑油ポンプ

の歯車が割損したため、潤滑油の供給が途絶してピストン及びシリンダラ

イナ等が焼き付き、主機が停止したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




